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(57)【要約】
　無線送信装置（１０）は、ＭＢＭＳデータを送信する
ＭＢＭＳデータ送信部（１４）と、アクセスクラス制御
情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ
制御情報を生成するＭＢＭＳ制御情報生成部（１３）お
よび送信部（１９）とを具備する。無線受信装置は、Ｍ
ＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、アクセスクラ
ス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報
受信部と、ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス
制御を行うアクセスクラス制御部と、アクセスクラス制
御の結果に基づいてＲＡＣＨプリアンブルを送信するＲ
ＡＣＨプリアンブル送信部とを具備する。これにより、
ＭＢＭＳを提供するセルにおいて、ＭＢＭＳを受けてい
ない無線通信装置のコネクション確立の容易性を保ち、
ユーザ満足度を損なわない無線送信装置、無線受信装置
を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信部と、
　アクセスクラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を
送信する制御情報送信部と、
　を具備する無線送信装置。
【請求項２】
　前記アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスごとに異なるアクセスクラス制御を
行うことが可能な情報である請求項１に記載の無線送信装置。
【請求項３】
　前記アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスごとの優先度を含むことが可能な情
報である請求項１または２に記載の無線送信装置。
【請求項４】
　ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、
　アクセスクラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信部と、
　前記ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御部と、
　前記アクセスクラス制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するラ
ンダムアクセスプリアンブル送信部と、
　を具備する無線受信装置。
【請求項５】
　前記ＭＢＭＳデータ受信部は、第１の周波数でデータを受信し、
　前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、前記アクセスクラス制御の結果、ランダ
ムアクセスプリアンブルを送信可能な場合に前記第１の周波数でランダムアクセスプリア
ンブルを送信し、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に第２の周波数で
ランダムアクセスプリアンブルを送信する請求項４に記載の無線受信装置。
【請求項６】
　前記制御情報受信部は、前記第１の周波数でランダムアクセスプリアンブルを送信でき
ない場合に優先的に用いる優先周波数の情報をＲＲＣプロトコルによってさらに受信し、
　前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、
　前記アクセスクラス制御の結果、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合
に、前記第２の周波数として前記優先周波数を用いてランダムアクセスプリアンブルを送
信する請求項５に記載の無線受信装置。
【請求項７】
　ＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスの優先度を判定する優先度判定部をさらに具
備し、
　前記アクセスクラス制御の結果、前記第１の周波数でランダムアクセスプリアンブルが
送信可能でない場合に、前記優先度判定部にて、現在受信中のＭＢＭＳサービスとユニキ
ャストサービスとの優先度を判定し、ユニキャストサービスの優先度がＭＢＭＳサービス
の優先度よりも高いと判定された場合に、第２の周波数でランダムアクセスプリアンブル
を送信する請求項５に記載の無線受信装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の無線送信装置を具備する基地局装置。
【請求項９】
　請求項４から請求項７のいずれかに記載の無線受信装置を具備する端末装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の基地局装置と請求項９に記載の端末装置からなる無線通信システム。
【請求項１１】
　ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信ステップと、
　アクセスクラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を
送信する制御情報送信ステップと、
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　を具備する無線送信方法。
【請求項１２】
　ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信ステップと、
　アクセスクラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信ステップと、
　前記ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御ステッ
プと、
　前記アクセスクラス制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するラ
ンダムアクセスプリアンブル送信ステップと、
　を具備する無線受信方法。
【発明の詳細な説明】
【関連する出願】
【０００１】
　本出願では、２００８年８月１２日に日本国に出願された特許出願番号２００８－２０
７７６０の利益を主張し、当該出願の内容は引用することによりここに組み込まれている
ものとする。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、無線通信の技術分野に関し、特にマルチメディア・ブロードキャスト／マル
チキャストサービス（Multimedia　Broadcast/Multicast　Service：以下「ＭＢＭＳ」と
いう）を行う無線送信装置及びこれを受ける無線受信装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信装置がアイドル状態から発呼手順に移るとき、無線通信装置と基地局装置との
間に個別チャネルを設定するために、何らかの手順でネットワークに信号を送る必要があ
る。ここで無線通信装置からネットワークに信号を送るために使われるのが、上り共通物
理チャネルのランダムアクセスチャネル（Random　Access　Channel：以下「ＲＡＣＨ」
という）である。
【０００４】
　無線通信装置は、下りの共通パイロットチャネル（Common　Pilot　Channel、以下「Ｃ
ＰＩＣＨ」という）の受信レベル測定と、ＲＡＣＨの試行の検出及び到来タイミング推定
を行うためのプリアンブルによって、送信電力を決定する。複数の無線通信装置が同時に
同じスロットを使っても衝突しないように、プリアンブルにはシグネチャと呼ばれる系列
を使う。シグネチャが異なるプリアンブルは、同時に受信しても区別して検出できる。従
って、衝突が起こるのはアクセススロットとシグネチャの両方が一致した時のみであり、
一般に複数の無線通信装置から送信されるプリアンブルが衝突する可能性は低い。しかし
、稀に、セル内の複数の無線通信装置から送信されるプリアンブルが衝突することもある
。
【０００５】
　図１４は、プリアンブルの衝突の可能性を低減するアクセスクラス制御の動作を示す図
である。基地局１００は、報知情報（system　information）の一つであるアクセス禁止
情報（access　Barring　Information）を、トランスポートチャネルの下り共有チャネル
（Downlink　Shared　Channel、以後「ＤＬ－ＳＣＨ」という）を介して送信する（Ｓ２
００）。アクセス禁止情報には、アクセスクラス制御に用いるアクセスの可否を決定する
閾値（「access　probability　factor」以下、「アクセス確率係数」という）や、禁止
タイマの計算に用いるデフォルト値が含まれる。
【０００６】
　アクセス禁止情報を受信した端末１０２は、基地局１００への接続を行うか否かを判定
する（Ｓ２０２）。接続を行う場合には（Ｓ２０２でＹＥＳ）、ランダムアクセスプリア
ンブル（以下、「ＲＡＣＨプリアンブル」ともいう）を送信する前にアクセスクラス制御
を行う。具体的には、端末１０２は、端末個別に発生させたランダムな値とアクセス禁止
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情報で通知されたアクセス確率係数とを比較する（Ｓ２０４）。ランダム値がアクセス確
率係数を下回っていた場合（Ｓ２０４でＹＥＳ）、端末１０２は、ＲＡＣＨプリアンブル
を送信する（Ｓ２０６）。ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ２０４でＮＯ
）、端末１０２は禁止タイマ（barring　timer）の値を計算し（Ｓ２０８）、禁止タイマ
を開始し（Ｓ２１０）、禁止タイマの値が切れるまで待機する。禁止タイマがタイムアウ
トしたら（Ｓ２１２）、端末１０２は、ランダムな値とアクセス確率係数とを比較するス
テップＳ２０４に移行する。禁止タイマの値は、報知情報で送信されるデフォルトの値に
、端末１０２にて発生させた禁止タイマ用のランダムな値を掛け合わせて算出する。これ
によって、複数の端末１０２の間においてＲＡＣＨプリアンブル送信開始時刻が分散する
ため、ＲＡＣＨプリアンブルの衝突の可能性を低減できる。なお、アクセスクラス制御に
ついては、特許文献１および非特許文献１，２に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００６－５０５９７９号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】3GPP　TS36.331　v8.2.0　“Evolved　Universal　Terrestrial　Radio
　Access　(E-UTRA)　Radio　Resource　Control　(ＲＲＣ)”
【非特許文献２】3GPP　TSG　RAN　WG2　meeting　#61bis　R2-081737,　“Access　Clas
s　barring　enhancements　to　support　PPAC”,　NTT　DoCoMo,　Inc.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　移動体通信の分野においては、近年、放送サービス又はマルチキャストサービスである
ＭＢＭＳに関する技術的な検討が行われている。ＭＢＭＳは、１対１の通信ではなく、１
対多の通信であり、１つの基地局装置が複数の端末装置に対して同時に同一データ（例え
ば、音楽データやビデオ画像データ等）を送信する。
【００１０】
　ユニキャスト通信では、基地局装置が、個別チャネルを使用してストリーミングサービ
ス等の情報を送信すると、その情報を受信したい端末装置が増えた場合に、無線回線にか
かる負荷が大きくなってしまう。しかし、ＭＢＭＳでは、端末装置が増えた場合でもそれ
らの端末装置全てが同じチャネルを使用して情報を受信するので、無線回線にかかる負荷
を増大させることなく情報を受信できる端末装置を増加させることができるという利点が
ある。現在、ＭＢＭＳを用いたサービスとしては、交通情報の配信、音楽配信、ニュース
配信、スポーツ中継の配信等が考えられている。
【００１１】
　ところで、ＭＢＭＳを用いたサービスを行うと、ＭＢＭＳサービスを提供しているセル
に多数の端末が集まることが予想される。特定のセルに多数の端末が集中すると、それら
の端末から送信されるＲＡＣＨプリアンブルの量も増加する。これにより、アクセスクラ
ス制御によってＲＡＣＨプリアンブルの送信が許可されず、ＭＢＭＳのサービスを受けて
いない端末まで基地局とのコネクションを張れない状態が続いてしまうという問題がある
。また、この問題は、セル単位だけでなく、一つの基地局が提供する異なる周波数帯域の
間でも発生する可能性がある。
【００１２】
　図１５は、ＭＢＭＳサービスを提供する基地局の周波数配置の例を示す図である。図１
５では、１つの基地局が３つの異なる周波数帯（f_x,　f_y,　f_mbms）を管理している。
２つの周波数帯（f_x,　f_y）はユニキャストサービスのみを提供していて、残りの１つ
の周波数帯（f_mbms）はユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスの両方を提供している
。この時、ＭＢＭＳサービスを受けたい端末が集中すると、周波数（f_x,　f_y）が比較
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的空いている一方で、ＭＢＭＳサービスを提供している周波数f_mbmsが混雑するという場
合が想定できる。
【００１３】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＭＢＭＳを提供するセルにおいて、Ｍ
ＢＭＳを受けていない無線通信装置のコネクション確立の容易性を保ち、ユーザ満足度を
損なわない無線送信装置、無線受信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の無線送信装置は、ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信部と、アクセスクラス
制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を送信する制御情報
送信部とを具備する。
【００１５】
　本発明の無線受信装置は、ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、アクセスクラス
制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信部と、前記ＭＢＭＳ制御情報に
基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御部と、前記アクセスクラス制御の
結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するランダムアクセスプリアンブル
送信部とを具備する。
【発明の効果】
【００１６】
　この構成により、アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスを受ける端末にのみ送
信され、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末には送信されないので、ＭＳＭＳサービス
を受けている端末のみがアクセスクラス制御の対象となる。ＭＢＭＳサービスを受けてい
る端末は、ＭＢＭＳ制御情報に含まれるアクセスクラス制御情報に基づいてアクセスクラ
ス制御を行うので、ＭＢＭＳサービスを受けている端末のコネクション確立が制限され、
ＭＢＭＳサービスを受けていない端末のコネクション確立の容易性を保つことができる。
【００１７】
　以下に説明するように、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の開示
は、本発明の一部の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範囲を制限す
ることは意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、第１の実施の形態の基地局の構成を示す図
【図２】図２は、第１の実施の形態の端末の構成を示す図
【図３】図３は、第１の実施の形態が適用されるネットワークを示す図
【図４】図４は、第１の実施の形態のシグナリング動作を示す図
【図５】図５は、アクセス禁止情報の例を示す図
【図６】図６は、第１の実施の形態の基地局の動作を示す図
【図７】図７は、第１の実施の形態の端末の動作を示す図
【図８】図８は、第２の実施の形態の端末の構成を示す図
【図９】図９は、第２の実施の形態のシグナリング動作を示す図
【図１０】図１０は、第２の実施の形態の端末の動作を示す図
【図１１】図１１は、第３の実施の形態の端末の構成を示す図
【図１２】図１２は、第３の実施の形態のシグナリング動作を示す図
【図１３】図１３は、第３の実施の形態の端末の動作を示す図
【図１４】図１４は、従来のアクセスクラス制御の動作を示す図
【図１５】図１５は、ＭＢＭＳサービスを提供する基地局の周波数配置の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の詳細な説明を述べる。以下に説明する実施の形態は本発明の単なる例
であり、本発明は様々な態様に変形することができる。従って、以下に開示する特定の構
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成および機能は、請求の範囲を限定するものではない。
【００２０】
　本実施の形態の無線送信装置は、ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信部と、アクセス
クラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を送信する制
御情報送信部とを具備する。
【００２１】
　この構成により、アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスを受ける端末にのみ送
信され、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末には送信されないので、ＭＳＭＳサービス
を受けている端末のみがアクセスクラス制御の対象となる。ＭＢＭＳサービスを受けてい
る端末のアクセスクラス制御を行うことにより、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末に
よるコネクション確立の容易性を保つことができる。
【００２２】
　本実施の形態の無線送信装置は、前記アクセスクラス制御情報として、異なるＭＢＭＳ
サービスごとにアクセスクラス制御を行うことが可能な情報を用いる構成を有する。
【００２３】
　この構成により、端末が受信中のＭＢＭＳサービスの種類によってコネクション確立の
容易さを制御できる。例えば、人気のないＭＢＭＳサービスを受けている端末は、人気の
あるＭＢＭＳサービスを受けている端末より、コネクション確立を容易にするような制御
を行える。
【００２４】
　本実施の形態の無線送信装置は、前記アクセスクラス制御情報として、ＭＢＭＳサービ
スごとの優先度を含むことが可能な情報を用いる構成を有する。
【００２５】
　この構成により、端末は、それぞれのＭＢＭＳサービスの優先度に基づいて、ＭＢＭＳ
サービスを継続するか、別のコネクションを確立するかを判断することが可能となる。
【００２６】
　本実施の形態の無線受信装置は、ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、アクセス
クラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信部と、前記ＭＢＭＳ制御
情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御部と、前記アクセスクラス
制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するランダムアクセスプリア
ンブル送信部とを具備する。
【００２７】
　この構成により、ＭＢＭＳサービスを受けている端末は、ＭＢＭＳ制御情報に含まれる
アクセスクラス制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うので、ＭＢＭＳサービスを
受けている端末のコネクション確立が制限され、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末の
コネクション確立の容易性を保つことができる。
【００２８】
　本実施の形態の無線受信装置において、前記ＭＢＭＳデータ受信部は、第１の周波数で
データを受信し、前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、前記アクセスクラス制御
の結果、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な場合に前記第１の周波数でランダム
アクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に
第２の周波数でランダムアクセスプリアンブルを送信する構成を有する。
【００２９】
　この構成により、ＭＢＭＳサービスを提供している第１の周波数とは異なる第２の周波
数にてランダムアクセスプリアンブルを送信することにより、ランダムアクセスプリアン
ブルの送信に用いる周波数を第１の周波数と第２の周波数とに分散し、ランダムアクセス
プリアンブルの衝突の可能性を低減できる。
【００３０】
　本実施の形態の無線受信装置において、前記制御情報受信部は、前記第１の周波数でラ
ンダムアクセスプリアンブルを送信できない場合に優先的に用いる優先周波数の情報をＲ
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ＲＣプロトコルによってさらに受信し、前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、ア
クセスクラス制御の結果、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に、前記
第２の周波数として前記優先周波数を用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する構
成を有する。
【００３１】
　この構成により、基地局は、端末に対して優先周波数を設定し、ランダムアクセスプリ
アンブルの送信周波数を制御することができる。
【００３２】
　本実施の形態の無線受信装置は、ＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスの優先度を
判定する優先度判定部をさらに具備し、アクセスクラス制御の結果、前記第１の周波数で
ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に、前記優先度判定部にて、現在受
信中のＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスとの優先度を判定し、ユニキャストサー
ビスの優先度がＭＢＭＳサービスの優先度よりも高いと判定された場合に、第２の周波数
でランダムアクセスプリアンブルを送信する構成を有する。
【００３３】
　この構成により、ユニキャストサービスを優先する場合には、第２の周波数に切り替え
て速やかにランダムアクセスプリアンブルを送信できると共に、ＭＢＭＳサービスを優先
する場合には、コネクション確立までの時間を犠牲にして第１の周波数で継続してＭＢＭ
Ｓサービスを受けることができる。
【００３４】
　本実施の形態の基地局装置は、上記した無線送信装置の構成を有し、本実施の形態の端
末装置は、上記した無線受信装置の構成を有する。本実施の形態の無線通信システムは、
上記した基地局装置と端末装置とを具備する。
【００３５】
　この構成により、基地局装置がＭＢＭＳサービスを提供すると共に、ＭＢＭＳサービス
に伴って生じ得るコネクション確立までに時間がかかるという問題を解決できる。
【００３６】
　本実施の形態の無線送信方法は、ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信ステップと、ア
クセスクラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を送信
する制御情報送信ステップとを具備する。
【００３７】
　この構成により、上記した本実施の形態の無線送信装置と同様に、ＭＢＭＳサービスを
受けている端末のアクセスクラス制御を行うことにより、ＭＢＭＳサービスを受けていな
い端末のコネクション確立の容易性を保つことができる。
【００３８】
　本実施の形態の無線受信方法は、ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信ステップと、ア
クセスクラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信ステップと、前記
ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御ステップと、
前記アクセスクラス制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するラン
ダムアクセスプリアンブル送信ステップとを具備する。
【００３９】
　この構成により、上記した本実施の形態の無線受信装置と同様に、ＭＢＭＳサービスを
受けている端末は、ＭＢＭＳ制御情報に含まれるアクセスクラス制御情報に基づいてアク
セスクラス制御を行うので、ＭＢＭＳサービスを受けている端末のランダムアクセスプリ
アンブルの送信を制限し、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末のコネクション確立の容
易性を保つことができる。
【００４０】
　以下、本発明の実施の形態の無線送信装置および無線受信装置について、図面を参照し
て詳細に説明する。以下では、基地局装置（以下、「基地局」という）と端末装置（以下
、「端末」という）とからなる無線通信システムを例として説明する。以下の例では、基
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地局が無線送信装置に相当し、端末が無線受信装置に相当する。なお、以下の実施の形態
において、同一機能を有する構成には、同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【００４１】
　なお、以下の各実施の形態では、３ＧＰＰで規格化されている移動通信技術であるLong
　Term　Evolution　(LTE)　、System　Architecture　Evolution　(SAE)、MBMSに基づい
て説明する。しかし、本発明は、３ＧＰＰで規定されている上記の規格に限らず、無線Ｌ
ＡＮ（Wireless　Local　Area　Network）、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．１
６ｅまたはＩＥＥＥ８０２．１６ｍ等のＷｉＭＡＸ（Worldwide　Interoperability　for
　Microwave　Access）、３ＧＰＰ２、あるいは第四世代移動通信技術等の無線アクセス
技術に適用することができる。
【００４２】
（第１の実施の形態）
　図１は第１の実施の形態に係る基地局１０の構成を示す図、図２は、第１の実施の形態
に係る端末３０の構成を示す図である。図１および図２を参照して第１の実施の形態の基
地局１０および端末３０について詳細に説明する前に、第１の実施の形態の基地局１０お
よび端末３０が適用されるネットワークの構成について説明する。
【００４３】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係るネットワークの構成を示す図である。図３に
示すネットワークは、端末（User　Equipment，ＵＥ）３０、基地局（Evolved　Node　B
，ｅＮＢ）１０、ＭＢＭＳ制御装置（ＭＢＭＳControl　Entity，ＭＣＥ)５０、及びコア
ネットワーク（Evolved　Packet　Core，ＥＰＣ）５１から構成される。
【００４４】
　基地局１０は、無線資源の割り当て及び管理を行い、端末３０のための無線アクセスネ
ットワークのアクセスポイントの役割を有する。基地局１０は、アップリンクを介して端
末３０から転送される情報を受信し、ダウンリンクを介して端末３０にデータを転送する
。
【００４５】
　ＭＣＥ５０は、複数の基地局１０を管理し、ＭＢＭＳサービスに対する物理リソースブ
ロックの割り当てを行う。ＥＰＣ５１は、移動通信ネットワークの基幹部分であり、ＭＢ
ＭＳコンテンツの配信や、ＭＢＭＳデータ及びセッションの制御等を行う。
【００４６】
　次に、図１を参照して基地局１０の構成について説明する。基地局１０は、端末３０に
対してデータを送信するための構成として、ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１と、ランダムア
クセス関連情報記憶部１２と、ＭＢＭＳ制御情報生成部１３と、ＭＢＭＳデータ送信部１
４と、報知情報送信部１５と、ユニキャストデータ処理部１６とを有している。基地局１
０は、端末３０から受信したデータを処理する構成として、ＲＡＣＨ処理部１７と、デー
タ処理部１８とを有している。
【００４７】
　ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１は、ＭＢＭＳサービスに関連する制御情報及びデータを記
憶している。ランダムアクセス関連情報記憶部１２は、アクセス禁止情報などのランダム
アクセス関連情報を記憶している。
【００４８】
　ＭＢＭＳ制御情報生成部１３は、ランダムアクセス関連情報記憶部１２からアクセス禁
止情報を読み出し、ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１からＭＢＭＳサービスに関連する制御情
報を読み出す。ＭＢＭＳ制御情報生成部１３は、読み出した情報に基づいて、サービス通
知情報やスケジューリング情報などのＭＢＭＳ制御情報を生成し、送信部１９に出力する
。ＭＢＭＳデータ送信部１４は、ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１から読み出したＭＢＭＳデ
ータを処理し、送信部１９に出力する。
【００４９】
　ユニキャストデータ処理部１６は、ユニキャストデータを送信部１９に出力する。報知



(9) JP WO2010/018658 A1 2010.2.18

10

20

30

40

50

情報送信部１５は、報知情報を送信部１９に出力する。
【００５０】
　送信部１９は、ＭＢＭＳ制御情報生成部１３、ユニキャストデータ処理部１６、ＭＢＭ
Ｓデータ送信部１４、報知情報送信部１５から入力された情報をアンテナ２１から送信す
る。
【００５１】
　ＲＡＣＨ処理部１７は、受信部２０から入力されたＲＡＣＨプリアンブルを処理する。
データ処理部１８は、受信部２０から入力されたデータを処理する。
【００５２】
　受信部２０は、端末３０から送信されたＲＡＣＨプリアンブルや端末３０及びコアネッ
トワークから送信されたデータを受信し、それぞれＲＡＣＨ処理部１７、データ処理部１
８に出力する。
【００５３】
　次に、図２を参照して端末３０の構成について説明する。端末３０は、基地局１０から
送信されたデータをアンテナ３１によって受信する受信部３２と、基地局１０にデータを
送信する送信部３３とを備えている。受信部３２は、基地局１０から送信される報知情報
、ＭＢＭＳ制御情報、ＭＢＭＳデータ、ユニキャストデータを受信する。受信部３２は、
受信した報知情報及びＭＢＭＳ制御情報を制御部３５に入力し、ＭＢＭＳデータ及びユニ
キャストデータをデータ再生部３４へ入力する。
【００５４】
　データ再生部３４は、受信部３２から入力されたＭＢＭＳデータ及びユニキャストデー
タを再生する。制御部３５は、受信部３２から入力されたＭＢＭＳ制御情報からランダム
アクセス制御関連情報及び報知情報を抽出し、記憶部３６に出力する。また、制御部３５
は、ランダムアクセス制御関連情報の中に、アクセス禁止情報が含まれていた場合に、ア
クセスクラス制御部３７にアクセスクラス制御を指示する。
【００５５】
　アクセスクラス制御部３７は、ＲＡＣＨプリアンブル送信のアクセス制御を行う。具体
的には、アクセスクラス制御部３７は、アクセス制御部３５からの指示に従ってランダム
な値を発生させ、その値とアクセス確率係数を比較する。比較の結果、ランダムな値がア
クセス確率係数以上の場合、タイマ制御部３８に、禁止タイマの実行を指示する。比較の
結果、ランダムな値がアクセス確率係数を下回っている場合、ＲＡＣＨプリアンブル生成
部３９に、ＲＡＣＨプリアンブルの生成を指示する。
【００５６】
　タイマ制御部３８は、アクセスクラス制御部３７の指示に従って、禁止タイマの計算及
び実行を行い、禁止タイマがタイムアウトするまでは、ＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁
止する。
【００５７】
　ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９は、アクセスクラス制御部３７の指示に従って、ＲＡ
ＣＨプリアンブルを生成し、送信部３３に出力する。データ送信部４０は、基地局１０に
対して送信するデータを送信部３０に出力する。
【００５８】
　送信部３３は、ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９から入力されたＲＡＣＨプリアンブル
及びデータ送信部４０から入力されたデータを基地局１０に送信する。
【００５９】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る基地局１０と端末３０とのシグナリングの動
作を示す図である。端末３０は、基地局１０から、報知情報をトランスポートチャネルの
下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）を介して受信する（Ｓ１０）。このとき、報知情報で
はアクセス禁止情報は送られていないものとする。
【００６０】
　端末３０は、基地局１０から、セル内で利用可能なＭＢＭＳサービスのリストを、論理
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チャネルのＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＢＭＳ　Control　Channel、以後「ＭＣＣＨ」とい
う）を介して受信する（Ｓ１２）。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネルのＤＬ－ＳＣＨ
もしくはMulticast　Channel　(以後「ＭＣＨ」とする)にマッピングされている。
【００６１】
　ここで、基地局１０が端末３０に対するアクセスクラス制御の実施を決定した場合に、
セル内で利用可能なＭＢＭＳサービスのリストと同時に、アクセス禁止情報がＭＣＣＨで
送られる（Ｓ１２）。アクセス禁止情報は、アクセスクラス制御を実施するか否かを示す
アクセスタイマフラグと、アクセスクラス制御に用いるアクセス確率係数、デフォルト値
のデータを有する。禁止タイマフラグがオンの場合に、ＭＢＭＳサービスを受ける端末は
ＲＡＣＨプリアンブルの送信に先立ってアクセスクラス制御を行い、オフの場合にはアク
セスクラス制御を行わない。アクセス確率係数、デフォルト値は、基本的に全ＭＢＭＳサ
ービスに対して共通に設定する。なお、ＭＢＭＳサービスごとに、アクセス確率係数、デ
フォルト値を設定することも可能である。
【００６２】
　図５は、アクセス禁止情報の別の例を示す図である。この例では、アクセス禁止情報は
、ＭＢＭＳサービスに、禁止タイマフラグが関連付けられて構成されている。禁止タイマ
フラグがオンの場合には、アクセスクラス制御を実施するためのデータとしてアクセス確
率係数、デフォルト値がさらに関連付けられている。これにより、ＭＢＭＳサービスごと
に異なるアクセスクラス制御を行うことが可能となる。
【００６３】
　再び、図４を参照してシグナリングについて説明する。端末３０は、受信したいＭＢＭ
Ｓサービス（ここでは、ＭＢＭＳサービス#1とする）がリストに含まれていた場合に、ア
イドル状態から基地局１０とコネクションを設立してアクティブ状態となり（Ｓ１４）、
ＭＢＭＳサービス#1に対するサービスリクエストを基地局１０に送信する（Ｓ１６）。
【００６４】
　基地局１０は、端末３０からのサービスリクエストを受信すると、該当するサービスを
受信するための無線ベアラを設定する（Ｓ１８）。端末３０は、基地局１０によって設定
された無線ベアラを介してＭＢＭＳサービス#1を受信する（Ｓ２０）。その後、基地局１
０は、端末３０に対してＲＲＣコネクション解放メッセージを送信し（Ｓ２２）、端末３
０はこのメッセージを受けると再びアイドル状態に戻る（Ｓ２４）。これにより、端末３
０は、ＭＢＭＳサービス#1を受信しているのみの状態となる。すなわち、端末３０は、ア
イドル状態でＭＢＭＳサービスを受ける。なお、受信したいＭＢＭＳサービス（ＭＢＭＳ
サービス#1）が既に基地局１０から送信されている場合には、Ｓ１４、Ｓ１６，Ｓ１８の
ステップは省略される。
【００６５】
　次に、ＭＢＭＳサービス#1を受信している端末３０が（Ｓ２６）、基地局１０とコネク
ションを張りアクティブ状態に移行しようとしているか否かを判定する（Ｓ２８）。例え
ば、端末３０にて電話をかけたりメールを送信したりする操作が行われた場合には、基地
局１０への接続によりアクティブ状態に移行しようとしていると判定する。図４に示す例
では、基地局１０と接続しようとしている場合（Ｓ２８でＹＥＳ）、端末３０は、アクセ
スクラス制御を実行する。端末３０は、端末個別に発生させたランダムな値とアクセス確
率係数とを比較し、ランダム値がアクセス確率係数を下回るか否かを判定する（Ｓ３０）
。ランダムな値がアクセス確率係数を下回っていた場合（Ｓ３０でＹＥＳ）、端末３０は
ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ３２）。
【００６６】
　ランダム値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ３０でＮＯ）、端末３０は禁止タイマの
値を計算し（Ｓ３４）、禁止タイマを開始する（Ｓ３６）。端末３０は、禁止タイマの値
がタイムアウトするまで待機する。端末３０は、禁止タイマがタイムアウトすると、再度
、ランダム値とアクセス確率係数とを比較するステップＳ３０を行う。
【００６７】
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　図６は、上記した基地局１０と基地局３０のシグナリングを実現する基地局１０の動作
を示す図である。基地局１０は、端末３０に対して報知情報を送信する（Ｓ４０）。また
、基地局１０は、アクセス禁止情報を含んだＭＢＭＳ制御情報を作成し（Ｓ４２）、作成
したＭＢＭＳ制御情報を端末３０に送信する（Ｓ４４）。
【００６８】
　その後、基地局１０は、端末３０からＭＢＭＳサービスに対するサービスリクエストが
あるか否かを判定する（Ｓ４６）。端末３０からＭＢＭＳサービスに対するサービスリク
エストがあった場合に、その端末３０に対してＭＢＭＳサービス受信用の無線ベアラをセ
ットアップし（Ｓ４８）、ＭＢＭＳデータを送信する（Ｓ５０）。
【００６９】
　図７は、上記した基地局１０と基地局３０のシグナリングを実現する端末３０の動作を
示す図である。端末３０は、ＭＢＭＳ制御情報を受信すると（Ｓ６０）、アクセス禁止情
報が含まれているかどうかを判定する（Ｓ６２）。アクセスクラス禁止情報が含まれてい
ない場合（Ｓ６２でＮＯ）、端末３０は、基地局１０との接続を確立しようとするときに
、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ６４）。
【００７０】
　アクセスクラス禁止情報が含まれている場合（Ｓ６２でＹＥＳ）、端末３０は、ＲＡＣ
Ｈプリアンブル送信の前に、アクセスクラス制御を実施する。まず、端末３０は、端末３
０が生成したランダムな値と、ＭＢＭＳ情報で通知されているアクセス確率係数とを比較
し、ランダム値がアクセス確率係数を下回るか否かを判定する（Ｓ６６）。この結果、ラ
ンダムな値がアクセス確率係数より小さい場合は（Ｓ６６でＹＥＳ）、ＲＡＣＨプリアン
ブルを送信する（Ｓ６８）。
【００７１】
　ランダム値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ６６でＮＯ）は、端末３０は、禁止タイ
マを計算する（Ｓ７０）。禁止タイマの値は、ＭＢＭＳ制御情報の中に含まれるアクセス
クラス禁止情報に示される禁止タイマのデフォルト値に、端末個別に発生させたランダム
な値を乗じて算出する。端末３０は、算出した禁止タイマを開始し（Ｓ７２）、禁止タイ
マ実行中はＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁止する。禁止タイマがタイムアウトしたら（
Ｓ７４）、再び、端末３０は端末個別に発生させたランダム値とアクセス確率係数との比
較を行う（Ｓ６６）。以上、第１の実施の形態の基地局１０および端末３０の構成および
動作について説明した。
【００７２】
　第１の実施の形態の基地局１０は、ＭＢＭＳ制御情報によってアクセスクラス制御を実
施するか否かを指示するので、ＭＢＭＳサービスを受信する端末３０だけがＲＡＣＨプリ
アンブル送信時にアクセスクラス制御を行う。これにより、ＭＢＭＳサービスを受信して
いない端末３０に影響を与えることなく、ＲＡＣＨプリアンブルの衝突を削減することが
できる。
【００７３】
　また、アクセス禁止情報をＭＢＭＳ制御情報に含めて送信するので、簡単な構成により
、ＭＢＭＳサービスを受けている端末にだけ、アクセス禁止情報を通知することができる
。
【００７４】
　なお、本実施の形態では、アクセス禁止情報がＭＢＭＳサービスごとにアクセス制御を
行うかを示す禁止タイマフラグを含む例について説明したが、禁止タイマフラグを含まな
いＭＢＭＳ制御情報を用いることも可能である。アクセス禁止情報に禁止タイマフラグが
含まれていない場合、リストに示されたどのＭＢＭＳサービスを受信する端末３０も、ア
クセスクラス制御を行うものとする。
【００７５】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態の基地局１０の
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構成は、第１の実施の形態の基地局１０の構成と同じである。
【００７６】
　図８は、第２の実施の形態に係る端末３０ａの構成を示す図である。第２の実施の形態
の端末３０ａの基本的な構成は、第１の実施の形態の端末３０の構成と同じであるが、第
２の実施の形態の端末３０ａは、ＲＡＣＨプリアンブルの送信周波数を変更する周波数変
更部４１を備えている。
【００７７】
　アクセスクラス制御部３７は、制御部３５からの指示に従って、ランダムな値を発生さ
せ、その値とアクセス確率係数を比較する。比較の結果、ランダムな値がアクセス確率係
数を下回った場合、ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９に、ＲＡＣＨプリアンブルの生成を
指示する。ランダム値がアクセス確率係数以上の場合、周波数変更部４１に周波数の変更
を指示する。
【００７８】
　周波数変更部４１は、記憶部３６から出力された優先周波数情報があれば、その周波数
に移動する。優先周波数情報がなければ、記憶部３６から出力された報知情報に含まれる
、端末３０ａが優先的に選択する周波数情報をもとに、周波数再選択を行う
【００７９】
　図９は、第２の実施の形態の端末３０ａと基地局１０のシグナリングを示す図である。
図９において、基地局１０は複数の周波数（f_x、f_mbms）を管理しているものとし、ア
イドル状態において、端末３０ａは周波数f_xにキャンプオンして報知情報とページング
を受けているものとする（Ｓ８０）。
【００８０】
　端末３０ａは、周波数f_xで報知情報をトランスポートチャネルの下り共有チャネル（
ＤＬ－ＳＣＨ）を介して受信する（Ｓ８２）。報知情報では、セル再選択の際に端末３０
ａが優先的に選択する周波数情報や、ＭＢＭＳサービスをサポートしている周波数の情報
が送信される（Ｓ８４）。このとき、報知情報ではアクセス禁止情報は送られていないも
のとする。
【００８１】
　端末３０ａは、ＭＢＭＳサポート周波数情報を報知情報で受信すると、現在の周波数（
f_x）からＭＢＭＳサポート周波数（f_mbms）に、キャンプオン周波数を切り替える（Ｓ
８６）。これによって、端末３０ａは周波数f_mbmsから報知情報とページングを受けるよ
うになる（Ｓ８８）。
【００８２】
　端末３０ａは、基地局１０から、セル内で利用可能なＭＢＭＳサービスのリストを論理
チャネルのＭＣＣＨによって受信する（Ｓ９０）。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネル
のＤＬ－ＳＣＨもしくはＭＣＨにマッピングされている。ここで、基地局１０がＭＢＭＳ
端末３０ａに対するアクセスクラス制御の実施を決定した場合に、セル内で利用可能なＭ
ＢＭＳサービスのリストと同時に、アクセス禁止情報がＭＣＣＨで送られる。アクセス禁
止情報の内容は、第１の実施の形態の基地局１０から送信されるアクセス禁止情報と同じ
である。
【００８３】
　端末３０ａは、受信したいＭＢＭＳサービス（ここでは、ＭＢＭＳサービス#1とする）
がリストに含まれていた場合に、アイドル状態から基地局１０とコネクションを設立して
アクティブ状態となり（Ｓ９２）、ＭＢＭＳサービス#1に対するサービスリクエストを基
地局１０に送信する（Ｓ９４）。基地局１０は、端末３０ａからのサービスリクエストを
受信すると、該当するサービスを受信するための無線ベアラを設定する（Ｓ９６）。端末
３０ａは、基地局１０によって設定された無線ベアラを介してＭＢＭＳサービス#1を受信
する（Ｓ９８）。
【００８４】
　その後、基地局１０は、端末３０ａに対してＲＲＣコネクション解放メッセージを送信
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し（Ｓ１００）、端末３０ａはこのメッセージを受けると再びアイドル状態に戻る（Ｓ１
０４）。ＲＲＣコネクション解放メッセージには、端末３０ａがアイドル状態になった後
に優先的に選択する周波数（ここではf_xとする）が示される。これは、基地局１０に接
続する複数の端末３０ａを複数の周波数に分散し、ひとつの周波数に負荷が集中するのを
避けるためである。しかし、ここでは端末３０ａは、ＭＢＭＳサービスを受信するために
、基地局１０から指示された優先周波数（f_x）には移動せず、ＭＢＭＳサポート周波数
（f_mbms）に留まる。端末３０ａは基地局１０から指示された優先周波数（f_x）を記憶
部３６に記憶しておく（Ｓ１０２）。なお、受信したいＭＢＭＳサービス（ＭＢＭＳサー
ビス#1）が既に基地局１０から送信されている場合には、Ｓ９２、Ｓ９４、Ｓ９６、Ｓ１
００のステップは省略される。
【００８５】
　図９に示す例では、ＭＢＭＳサービス#1を受信している端末３０ａが、基地局１０とコ
ネクションを張りアクティブ状態に移行するか否かを判定する（Ｓ１０８）。端末３０ａ
が基地局１０と接続すると判定された場合には（Ｓ１０８でＹＥＳ）、アクセスクラス制
御を実行する。
【００８６】
　端末３０ａは、端末個別に発生させたランダムな値とアクセス確率係数とを比較し、ラ
ンダム値がアクセス確率係数を下回っているか否か判定する（Ｓ１１０）。ランダム値が
、アクセス確率係数を下回っていた場合（Ｓ１１０でＹＥＳ）、端末３０ａはＲＡＣＨプ
リアンブルを送信する（Ｓ１１２）。
【００８７】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ１１０でＮＯ）、端末３０ａは、優先
周波数（f_x）の情報を記憶部３６から読み出し、読み出した優先周波数（f_x）に移動し
て（Ｓ１１４）、優先周波数（f_x）においてＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１１
６）。記憶部３６に優先周波数（f_x）の情報が記憶されていない場合は、報知情報で送
られる端末３０ａが優先的に選択する周波数情報に基づいて周波数再選択を行う。
【００８８】
　図１０は、上記した端末３０ａと基地局１０のシグナリングを実現する端末３０ａの動
作を示す図である。端末３０ａは、ＭＢＭＳ制御情報を受信すると（Ｓ１３０）、その中
にアクセス禁止情報が含まれているか否かを判定する（Ｓ１３２）。アクセスクラス禁止
情報が含まれていない場合は（Ｓ１３２でＮＯ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ
１３４）。
【００８９】
　アクセスクラス禁止情報が含まれている場合は（Ｓ１３２でＹＥＳ）、アクセスクラス
制御を実施する。アクセスクラス制御では、端末３０ａは、まず、ランダムな値を生成し
、生成したランダム値とアクセス確率係数とを比較する（Ｓ１３６）。ランダムな値がア
クセス確率係数より小さい場合は（Ｓ１３６でＹＥＳ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信す
る（Ｓ１３８）。
【００９０】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合は（Ｓ１３６でＮＯ）、周波数の変更を行
う。端末３０ａは、基地局１０からＲＲＣコネクション解放時にＲＲＣメッセージで優先
周波数が指示されているか否かを判定する（Ｓ１４０）。優先周波数がある場合、すなわ
ち記憶部３６に優先周波数が記憶されている場合には（Ｓ１４０でＹＥＳ）、その周波数
に移動し（Ｓ１４２）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。
【００９１】
　優先周波数が指示されていない場合、すなわち記憶部３６に優先周波数が記憶されてい
ない場合には（Ｓ１４０でＮＯ）、報知情報に含まれる端末３０ａが優先的に選択する周
波数情報をもとに、周波数再選択を行う（Ｓ１４４）。新しく選択した周波数に移動した
後、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。以上、第２の実施の形態の基地局１
０および端末３０ａの構成および動作について説明した。
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【００９２】
　第２の実施の形態の端末３０ａは、アクセスクラス制御において、端末個別に発生させ
たランダム値がアクセス確率係数値より小さい場合に、基地局１０によって指示された優
先周波数に分散させることによって、特定の周波数の混雑を解消し、ＲＡＣＨプリアンブ
ルの衝突を削減することができる。
【００９３】
　なお、上記した実施の形態において、端末３０ａが初めからＭＢＭＳサポートセルにい
る場合は、ＭＢＭＳサポート周波数情報は報知情報で送らなくてもよい。
【００９４】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態の基地局１０および端末３０ｂについて説明する。第３の実施
の形態の基地局１０および端末３０ｂの基本的な構成は、第２の実施の形態の基地局１０
および端末３０ａと同じである。第３の実施の形態の端末３０ｂは、ＭＢＭＳサービスと
ユニキャストサービスの優先度に応じて、ＲＡＣＨプリアンブルのアクセス制御を行う点
が、第２の実施の形態の端末３０ａと異なる。
【００９５】
　図１１は、第３の実施の形態に端末３０ｂの構成を示す図である。第３の実施の形態の
端末３０ｂは、第２の実施の形態の端末３０ａの構成に加え、優先度判定部４２およびタ
イマ制御部３８を有している。
【００９６】
　アクセスクラス制御部３７は、制御部３５からの指示に従って、ランダムな値を発生さ
せ、その値とアクセス確率係数を比較する。比較の結果、ランダムな値がアクセス確率係
数以上の場合、優先度判定部４２にて、優先度の判定を指示する。比較の結果、ランダム
な値がアクセス確率係数を下回っている場合、ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９に、ＲＡ
ＣＨプリアンブルの生成を指示する。
【００９７】
　優先度判定部４２は、ユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスの優先度を比較し、ユ
ニキャストサービスの優先度が高ければ、周波数変更部４１に周波数の変更を指示する。
ＭＢＭＳサービスの優先度が高ければ、タイマ制御部３８にタイマの実行を指示する。
【００９８】
　周波数変更部４１は、記憶部３６に優先周波数の情報が記憶されている場合、その周波
数に移動する。記憶部３６に優先周波数情報が記憶されていない場合、記憶部３６から報
知情報を読み出し、読み出した報知情報に含まれる端末３０ｂが優先的に選択する周波数
情報に基づいて周波数再選択を行う。
【００９９】
　タイマ制御部３８は、優先度判定部４２の指示に従って、禁止タイマを計算及び実行し
、禁止タイマの値が終了するまでは、ＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁止する。
【０１００】
　図１２は、第３の実施の形態に係る基地局１０と端末３０ｂのシグナリングの動作を示
す図である。端末３０ｂがＭＢＭＳサービスを受けるまでの動作は、第２の実施の形態に
おけるシグナリングの動作と同じである（Ｓ８０～Ｓ１０６）。
【０１０１】
　ＭＢＭＳサービス#1を受信している端末３０ｂが、基地局１０とコネクションを張りア
クティブ状態に移行しようとするとき（Ｓ１０８でＹＥＳ）、アクセスクラス制御を実行
する。アクセスクラス制御では、まず、端末３０ｂは、端末個別に発生させたランダムな
値とアクセス確率係数とを比較し、ランダム値がアクセス確率係数を下回っているか否か
を判定する（Ｓ１１０）。アクセス確率係数を下回っていた場合（Ｓ１１０でＹＥＳ）、
端末３０ｂはＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１１２）。
【０１０２】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ１１０でＮＯ）、ユニキャストサービ
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スとＭＢＭＳサービスの優先度を比較する（Ｓ１１３）。サービスの優先度は、あらかじ
めユーザによって設定されてもよいし、基地局１０が設定してもよい。サービス優先度の
比較の結果、ユニキャストサービスの優先度が高い場合（Ｓ１１３でＹＥＳ）、端末３０
ｂは記憶部３６から優先周波数（f_x）の情報を読み出し、読み出した優先周波数（f_x）
に移動して（Ｓ１１４）、周波数（f_x）においてＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ
１１６）。記憶部３６に優先周波数の情報が記憶されていない場合は、端末３０ｂは、報
知情報で送られる端末３０ｂが優先的に選択する周波数情報に基づいてセル再選択を行う
。
【０１０３】
　ユニキャストサービスよりＭＢＭＳサービスの優先度が高い場合は（Ｓ１１３でＮＯ）
、端末３０ｂは禁止タイマの値を計算し（Ｓ１１８）、禁止タイマを開始し（Ｓ１２０）
、禁止タイマがタイムアウトするまで待機する。端末３０ｂは、禁止タイマがタイムアウ
トしたら（Ｓ１２２）、ランダム値とアクセス確率係数とを比較するステップＳ１１０に
戻る。
【０１０４】
　図１３は、上記した端末３０ｂと基地局１０のシグナリングを実現する端末３０ｂの動
作を示す図である。端末３０ｂは、ＭＢＭＳ制御情報を受信すると（Ｓ１３０）、その中
にアクセス禁止情報が含まれているか否かを判定する（Ｓ１３２）。アクセスクラス禁止
情報が含まれていない場合は（Ｓ１３２でＮＯ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ
１３４）。
【０１０５】
　アクセスクラス禁止情報が含まれている場合は（Ｓ１３２でＹＥＳ）、アクセスクラス
制御を実施する。アクセスクラス制御では、端末３０ｂは、まず端末個別に発生させたラ
ンダムな値を生成し、アクセス確率係数と比較して、ランダム値がアクセス確率係数を下
回るか否かを判定する（Ｓ１３６）。ランダムな値がアクセス確率係数より小さい場合は
（Ｓ１３６でＹＥＳ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１３８）。
【０１０６】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合は（Ｓ１３６でＮＯ）、ユニキャストサー
ビスとＭＢＭＳサービスの優先度の比較を行う（Ｓ１３９）。ユニキャストサービスの優
先度が高い場合には（Ｓ１３９でＹＥＳ）、周波数の変更を行う。基地局１０からＲＲＣ
コネクション解放時にＲＲＣメッセージで優先周波数が指示されているか否かを判定する
（Ｓ１４０）。優先周波数が指示されている場合には（Ｓ１４０でＹＥＳ）、その周波数
に移動し（Ｓ１４２）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。
【０１０７】
　優先周波数が指示されていない場合には（Ｓ１４０でＮＯ）、報知情報に含まれる端末
３０ｂが優先的に選択する周波数情報をもとに、周波数再選択を行う（Ｓ１４４）。新し
く選択した周波数に移動した後、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。
【０１０８】
　ＭＢＭＳサービスの優先度が高い場合には（Ｓ１３９でＮＯ）、端末３０ｂは、禁止タ
イマを計算する（Ｓ１４８）。禁止タイマの値は、ＭＢＭＳ制御情報の中に含まれるアク
セスクラス禁止情報に示される禁止タイマのデフォルト値に、端末個別に発生させたラン
ダムな値を乗じて算出する。端末３０ｂは、算出した禁止タイマを実行し（Ｓ１５０）、
禁止タイマ実行中はＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁止する。禁止タイマがタイムアウト
したら（Ｓ１５２）、再び、端末３０ｂは端末個別に発生させたランダム値とアクセス確
率係数との比較を行う（Ｓ１３６）。以上、第３の実施の形態の基地局１０および端末３
０ｂの構成および動作について説明した。
【０１０９】
　第３の実施の形態によれば、端末３０ｂがユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスの
どちらの優先度が高いかに基づいて、ＲＡＣＨプリアンブル送信を優先するか、ＭＢＭＳ
サービス受信を優先するかを選択することができる。
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【０１１０】
　ＲＡＣＨプリアンブルを送信する場合には、基地局１０にて指定された優先周波数で送
信するので、ＲＡＣＨプリアンブルの衝突を削減することができる。
【０１１１】
　上記した実施の形態において、ＭＢＭＳサービスごとに優先度を設定することとし、設
定された優先度とユニキャストサービスとの優先度を比較してもよい。これにより、例え
ば、ＭＢＭＳサービス「Ａ」ならばユニキャストサービスを優先して切り替えを行い、Ｍ
ＢＭＳサービス「Ｂ」ならばユニキャストサービスより優先しＭＢＭＳサービス「Ｂ」を
継続するというきめ細かい制御が可能となる。
【０１１２】
　上記した実施の形態において、例えば、端末３０ｂがダウンリンクのリソースをどれだ
け利用するかに応じて、ＲＡＣＨプリアンブルのアクセス制御を行うこととしてもよい。
例えば、図１３のＳ１３９におけるＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスの優先度判
定の代わりに、端末３０ｂが現在使用しているダウンリンクリソースと基地局１０で設定
された規定量との比較判定を行い、規定量を上回っている場合は、禁止タイマを計算し（
Ｓ１４８）、規定量を下回っている場合は、周波数の変更を行う、といった動作が考えら
れる。なお、端末のダウンリンクリソース使用量と、ＭＢＭＳサービスとユニキャストサ
ービスの優先度を組み合わせて使うこととしてもよい。
【０１１３】
　上記した実施の形態において、ユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスのいずれも実
施することとしてもよい。例えば、ユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスのいずれも
「high　priority」の場合など、ユニキャストとＭＢＭＳサービスの優先度が同じ、また
は、ユニキャストとＭＢＭＳサービスの優先度の違いが小さい場合には、ユニキャストサ
ービスとＭＢＭＳサービスのいずれも実施することとしてもよい。
【０１１４】
　以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態に対
して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範囲内にあるそ
のようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されている。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末によるコネクション確立の容易性を保
ちつつＭＢＭＳサービスを提供できるというすぐれた効果を有し、ＭＢＭＳサービスを提
供する基地局およびこれを受ける端末等として有用である。
【符号の説明】
【０１１６】
１０　基地局
１１　ＭＢＭＳ関連情報記憶部
１２　ランダムアクセス関連情報記憶部
１３　ＭＢＭＳ制御情報生成部
１４　ＭＢＭＳデータ送信部
１５　報知情報送信部
１６　ユニキャストデータ処理部
１７　ＲＡＣＨ処理部
１８　データ処理部
１９　送信部
２０　受信部
２１　アンテナ
３０　端末
３１　アンテナ
３２　受信部
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３３　送信部
３４　データ再生部
３５　制御部
３６　記憶部
３７　アクセスクラス制御部
３８　タイマ制御部
３９　ＲＡＣＨプリアンブル生成部
４０　データ送信部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(20) JP WO2010/018658 A1 2010.2.18

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月6日(2010.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信部と、
　アクセスクラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を
送信する制御情報送信部と、
　を具備する無線送信装置。
【請求項２】
　前記アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスごとに異なるアクセスクラス制御を
行うことが可能な情報である請求項１に記載の無線送信装置。
【請求項３】
　前記アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスごとの優先度を含むことが可能な情
報である請求項１または２に記載の無線送信装置。
【請求項４】
　ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、
　アクセスクラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信部と、
　前記ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御部と、
　前記アクセスクラス制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するラ
ンダムアクセスプリアンブル送信部と、
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　を具備する無線受信装置。
【請求項５】
　前記ＭＢＭＳデータ受信部は、第１の周波数でデータを受信し、
　前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、前記アクセスクラス制御の結果、ランダ
ムアクセスプリアンブルを送信可能な場合に前記第１の周波数でランダムアクセスプリア
ンブルを送信し、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に第２の周波数で
ランダムアクセスプリアンブルを送信する請求項４に記載の無線受信装置。
【請求項６】
　前記制御情報受信部は、前記第１の周波数でランダムアクセスプリアンブルを送信でき
ない場合に優先的に用いる優先周波数の情報をＲＲＣプロトコルによってさらに受信し、
　前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、
　前記アクセスクラス制御の結果、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合
に、前記第２の周波数として前記優先周波数を用いてランダムアクセスプリアンブルを送
信する請求項５に記載の無線受信装置。
【請求項７】
　ＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスの優先度を判定する優先度判定部をさらに具
備し、
　前記アクセスクラス制御の結果、前記第１の周波数でランダムアクセスプリアンブルが
送信可能でない場合に、前記優先度判定部にて、現在受信中のＭＢＭＳサービスとユニキ
ャストサービスとの優先度を判定し、ユニキャストサービスの優先度がＭＢＭＳサービス
の優先度よりも高いと判定された場合に、第２の周波数でランダムアクセスプリアンブル
を送信する請求項５に記載の無線受信装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の無線送信装置を具備する基地局装置。
【請求項９】
　請求項４から請求項７のいずれかに記載の無線受信装置を具備する端末装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の基地局装置と請求項９に記載の端末装置からなる無線通信システム。
【請求項１１】
　ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信ステップと、
　アクセスクラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を
送信する制御情報送信ステップと、
　を具備する無線送信方法。
【請求項１２】
　ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信ステップと、
　アクセスクラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信ステップと、
　前記ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御ステッ
プと、
　前記アクセスクラス制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するラ
ンダムアクセスプリアンブル送信ステップと、
　を具備する無線受信方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【関連する出願】
【０００１】
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　本出願では、２００８年８月１２日に日本国に出願された特許出願番号２００８－２０
７７６０の利益を主張し、当該出願の内容は引用することによりここに組み込まれている
ものとする。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、無線通信の技術分野に関し、特にマルチメディア・ブロードキャスト／マル
チキャストサービス（Multimedia　Broadcast/Multicast　Service：以下「ＭＢＭＳ」と
いう）を行う無線送信装置及びこれを受ける無線受信装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信装置がアイドル状態から発呼手順に移るとき、無線通信装置と基地局装置との
間に個別チャネルを設定するために、何らかの手順でネットワークに信号を送る必要があ
る。ここで無線通信装置からネットワークに信号を送るために使われるのが、上り共通物
理チャネルのランダムアクセスチャネル（Random　Access　Channel：以下「ＲＡＣＨ」
という）である。
【０００４】
　無線通信装置は、下りの共通パイロットチャネル（Common　Pilot　Channel、以下「Ｃ
ＰＩＣＨ」という）の受信レベル測定と、ＲＡＣＨの試行の検出及び到来タイミング推定
を行うためのプリアンブルによって、送信電力を決定する。複数の無線通信装置が同時に
同じスロットを使っても衝突しないように、プリアンブルにはシグネチャと呼ばれる系列
を使う。シグネチャが異なるプリアンブルは、同時に受信しても区別して検出できる。従
って、衝突が起こるのはアクセススロットとシグネチャの両方が一致した時のみであり、
一般に複数の無線通信装置から送信されるプリアンブルが衝突する可能性は低い。しかし
、稀に、セル内の複数の無線通信装置から送信されるプリアンブルが衝突することもある
。
【０００５】
　図１４は、プリアンブルの衝突の可能性を低減するアクセスクラス制御の動作を示す図
である。基地局１００は、報知情報（system　information）の一つであるアクセス禁止
情報（access　Barring　Information）を、トランスポートチャネルの下り共有チャネル
（Downlink　Shared　Channel、以後「ＤＬ－ＳＣＨ」という）を介して送信する（Ｓ２
００）。アクセス禁止情報には、アクセスクラス制御に用いるアクセスの可否を決定する
閾値（「access　probability　factor」以下、「アクセス確率係数」という）や、禁止
タイマの計算に用いるデフォルト値が含まれる。
【０００６】
　アクセス禁止情報を受信した端末１０２は、基地局１００への接続を行うか否かを判定
する（Ｓ２０２）。接続を行う場合には（Ｓ２０２でＹＥＳ）、ランダムアクセスプリア
ンブル（以下、「ＲＡＣＨプリアンブル」ともいう）を送信する前にアクセスクラス制御
を行う。具体的には、端末１０２は、端末個別に発生させたランダムな値とアクセス禁止
情報で通知されたアクセス確率係数とを比較する（Ｓ２０４）。ランダム値がアクセス確
率係数を下回っていた場合（Ｓ２０４でＹＥＳ）、端末１０２は、ＲＡＣＨプリアンブル
を送信する（Ｓ２０６）。ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ２０４でＮＯ
）、端末１０２は禁止タイマ（barring　timer）の値を計算し（Ｓ２０８）、禁止タイマ
を開始し（Ｓ２１０）、禁止タイマの値が切れるまで待機する。禁止タイマがタイムアウ
トしたら（Ｓ２１２）、端末１０２は、ランダムな値とアクセス確率係数とを比較するス
テップＳ２０４に移行する。禁止タイマの値は、報知情報で送信されるデフォルトの値に
、端末１０２にて発生させた禁止タイマ用のランダムな値を掛け合わせて算出する。これ
によって、複数の端末１０２の間においてＲＡＣＨプリアンブル送信開始時刻が分散する
ため、ＲＡＣＨプリアンブルの衝突の可能性を低減できる。なお、アクセスクラス制御に
ついては、特許文献１および非特許文献１，２に記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００６－５０５９７９号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】3GPP　TS36.331　v8.2.0　“Evolved　Universal　Terrestrial　Radio
　Access　(E-UTRA)　Radio　Resource　Control　(ＲＲＣ)”
【非特許文献２】3GPP　TSG　RAN　WG2　meeting　#61bis　R2-081737,　“Access　Clas
s　barring　enhancements　to　support　PPAC”,　NTT　DoCoMo,　Inc.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　移動体通信の分野においては、近年、放送サービス又はマルチキャストサービスである
ＭＢＭＳに関する技術的な検討が行われている。ＭＢＭＳは、１対１の通信ではなく、１
対多の通信であり、１つの基地局装置が複数の端末装置に対して同時に同一データ（例え
ば、音楽データやビデオ画像データ等）を送信する。
【００１０】
　ユニキャスト通信では、基地局装置が、個別チャネルを使用してストリーミングサービ
ス等の情報を送信すると、その情報を受信したい端末装置が増えた場合に、無線回線にか
かる負荷が大きくなってしまう。しかし、ＭＢＭＳでは、端末装置が増えた場合でもそれ
らの端末装置全てが同じチャネルを使用して情報を受信するので、無線回線にかかる負荷
を増大させることなく情報を受信できる端末装置を増加させることができるという利点が
ある。現在、ＭＢＭＳを用いたサービスとしては、交通情報の配信、音楽配信、ニュース
配信、スポーツ中継の配信等が考えられている。
【００１１】
　ところで、ＭＢＭＳを用いたサービスを行うと、ＭＢＭＳサービスを提供しているセル
に多数の端末が集まることが予想される。特定のセルに多数の端末が集中すると、それら
の端末から送信されるＲＡＣＨプリアンブルの量も増加する。これにより、アクセスクラ
ス制御によってＲＡＣＨプリアンブルの送信が許可されず、ＭＢＭＳのサービスを受けて
いない端末まで基地局とのコネクションを張れない状態が続いてしまうという問題がある
。また、この問題は、セル単位だけでなく、一つの基地局が提供する異なる周波数帯域の
間でも発生する可能性がある。
【００１２】
　図１５は、ＭＢＭＳサービスを提供する基地局の周波数配置の例を示す図である。図１
５では、１つの基地局が３つの異なる周波数帯（f_x,　f_y,　f_mbms）を管理している。
２つの周波数帯（f_x,　f_y）はユニキャストサービスのみを提供していて、残りの１つ
の周波数帯（f_mbms）はユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスの両方を提供している
。この時、ＭＢＭＳサービスを受けたい端末が集中すると、周波数（f_x,　f_y）が比較
的空いている一方で、ＭＢＭＳサービスを提供している周波数f_mbmsが混雑するという場
合が想定できる。
【００１３】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＭＢＭＳを提供するセルにおいて、Ｍ
ＢＭＳを受けていない無線通信装置のコネクション確立の容易性を保ち、ユーザ満足度を
損なわない無線送信装置、無線受信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の無線送信装置は、ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信部と、アクセスクラス
制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を送信する制御情報
送信部とを具備する。
【００１５】
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　本発明の無線受信装置は、ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、アクセスクラス
制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信部と、前記ＭＢＭＳ制御情報に
基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御部と、前記アクセスクラス制御の
結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するランダムアクセスプリアンブル
送信部とを具備する。
【発明の効果】
【００１６】
　この構成により、アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスを受ける端末にのみ送
信され、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末には送信されないので、ＭＳＭＳサービス
を受けている端末のみがアクセスクラス制御の対象となる。ＭＢＭＳサービスを受けてい
る端末は、ＭＢＭＳ制御情報に含まれるアクセスクラス制御情報に基づいてアクセスクラ
ス制御を行うので、ＭＢＭＳサービスを受けている端末のコネクション確立が制限され、
ＭＢＭＳサービスを受けていない端末のコネクション確立の容易性を保つことができる。
【００１７】
　以下に説明するように、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の開示
は、本発明の一部の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範囲を制限す
ることは意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、第１の実施の形態の基地局の構成を示す図
【図２】図２は、第１の実施の形態の端末の構成を示す図
【図３】図３は、第１の実施の形態が適用されるネットワークを示す図
【図４】図４は、第１の実施の形態のシグナリング動作を示す図
【図５】図５は、アクセス禁止情報の例を示す図
【図６】図６は、第１の実施の形態の基地局の動作を示す図
【図７】図７は、第１の実施の形態の端末の動作を示す図
【図８】図８は、第２の実施の形態の端末の構成を示す図
【図９】図９は、第２の実施の形態のシグナリング動作を示す図
【図１０】図１０は、第２の実施の形態の端末の動作を示す図
【図１１】図１１は、第３の実施の形態の端末の構成を示す図
【図１２】図１２は、第３の実施の形態のシグナリング動作を示す図
【図１３】図１３は、第３の実施の形態の端末の動作を示す図
【図１４】図１４は、従来のアクセスクラス制御の動作を示す図
【図１５】図１５は、ＭＢＭＳサービスを提供する基地局の周波数配置の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の詳細な説明を述べる。以下に説明する実施の形態は本発明の単なる例
であり、本発明は様々な態様に変形することができる。従って、以下に開示する特定の構
成および機能は、請求の範囲を限定するものではない。
【００２０】
　本実施の形態の無線送信装置は、ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信部と、アクセス
クラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を送信する制
御情報送信部とを具備する。
【００２１】
　この構成により、アクセスクラス制御情報は、ＭＢＭＳサービスを受ける端末にのみ送
信され、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末には送信されないので、ＭＳＭＳサービス
を受けている端末のみがアクセスクラス制御の対象となる。ＭＢＭＳサービスを受けてい
る端末のアクセスクラス制御を行うことにより、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末に
よるコネクション確立の容易性を保つことができる。
【００２２】
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　本実施の形態の無線送信装置は、前記アクセスクラス制御情報として、異なるＭＢＭＳ
サービスごとにアクセスクラス制御を行うことが可能な情報を用いる構成を有する。
【００２３】
　この構成により、端末が受信中のＭＢＭＳサービスの種類によってコネクション確立の
容易さを制御できる。例えば、人気のないＭＢＭＳサービスを受けている端末は、人気の
あるＭＢＭＳサービスを受けている端末より、コネクション確立を容易にするような制御
を行える。
【００２４】
　本実施の形態の無線送信装置は、前記アクセスクラス制御情報として、ＭＢＭＳサービ
スごとの優先度を含むことが可能な情報を用いる構成を有する。
【００２５】
　この構成により、端末は、それぞれのＭＢＭＳサービスの優先度に基づいて、ＭＢＭＳ
サービスを継続するか、別のコネクションを確立するかを判断することが可能となる。
【００２６】
　本実施の形態の無線受信装置は、ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信部と、アクセス
クラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信部と、前記ＭＢＭＳ制御
情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御部と、前記アクセスクラス
制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するランダムアクセスプリア
ンブル送信部とを具備する。
【００２７】
　この構成により、ＭＢＭＳサービスを受けている端末は、ＭＢＭＳ制御情報に含まれる
アクセスクラス制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うので、ＭＢＭＳサービスを
受けている端末のコネクション確立が制限され、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末の
コネクション確立の容易性を保つことができる。
【００２８】
　本実施の形態の無線受信装置において、前記ＭＢＭＳデータ受信部は、第１の周波数で
データを受信し、前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、前記アクセスクラス制御
の結果、ランダムアクセスプリアンブルを送信可能な場合に前記第１の周波数でランダム
アクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に
第２の周波数でランダムアクセスプリアンブルを送信する構成を有する。
【００２９】
　この構成により、ＭＢＭＳサービスを提供している第１の周波数とは異なる第２の周波
数にてランダムアクセスプリアンブルを送信することにより、ランダムアクセスプリアン
ブルの送信に用いる周波数を第１の周波数と第２の周波数とに分散し、ランダムアクセス
プリアンブルの衝突の可能性を低減できる。
【００３０】
　本実施の形態の無線受信装置において、前記制御情報受信部は、前記第１の周波数でラ
ンダムアクセスプリアンブルを送信できない場合に優先的に用いる優先周波数の情報をＲ
ＲＣプロトコルによってさらに受信し、前記ランダムアクセスプリアンブル送信部は、ア
クセスクラス制御の結果、ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に、前記
第２の周波数として前記優先周波数を用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する構
成を有する。
【００３１】
　この構成により、基地局は、端末に対して優先周波数を設定し、ランダムアクセスプリ
アンブルの送信周波数を制御することができる。
【００３２】
　本実施の形態の無線受信装置は、ＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスの優先度を
判定する優先度判定部をさらに具備し、アクセスクラス制御の結果、前記第１の周波数で
ランダムアクセスプリアンブルが送信可能でない場合に、前記優先度判定部にて、現在受
信中のＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスとの優先度を判定し、ユニキャストサー
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ビスの優先度がＭＢＭＳサービスの優先度よりも高いと判定された場合に、第２の周波数
でランダムアクセスプリアンブルを送信する構成を有する。
【００３３】
　この構成により、ユニキャストサービスを優先する場合には、第２の周波数に切り替え
て速やかにランダムアクセスプリアンブルを送信できると共に、ＭＢＭＳサービスを優先
する場合には、コネクション確立までの時間を犠牲にして第１の周波数で継続してＭＢＭ
Ｓサービスを受けることができる。
【００３４】
　本実施の形態の基地局装置は、上記した無線送信装置の構成を有し、本実施の形態の端
末装置は、上記した無線受信装置の構成を有する。本実施の形態の無線通信システムは、
上記した基地局装置と端末装置とを具備する。
【００３５】
　この構成により、基地局装置がＭＢＭＳサービスを提供すると共に、ＭＢＭＳサービス
に伴って生じ得るコネクション確立までに時間がかかるという問題を解決できる。
【００３６】
　本実施の形態の無線送信方法は、ＭＢＭＳデータを送信するデータ送信ステップと、ア
クセスクラス制御情報（access　Barring　Information）を含むＭＢＭＳ制御情報を送信
する制御情報送信ステップとを具備する。
【００３７】
　この構成により、上記した本実施の形態の無線送信装置と同様に、ＭＢＭＳサービスを
受けている端末のアクセスクラス制御を行うことにより、ＭＢＭＳサービスを受けていな
い端末のコネクション確立の容易性を保つことができる。
【００３８】
　本実施の形態の無線受信方法は、ＭＢＭＳデータを受信するデータ受信ステップと、ア
クセスクラス制御情報を含むＭＢＭＳ制御情報を受信する制御情報受信ステップと、前記
ＭＢＭＳ制御情報に基づいてアクセスクラス制御を行うアクセスクラス制御ステップと、
前記アクセスクラス制御の結果に基づいてランダムアクセスプリアンブルを送信するラン
ダムアクセスプリアンブル送信ステップとを具備する。
【００３９】
　この構成により、上記した本実施の形態の無線受信装置と同様に、ＭＢＭＳサービスを
受けている端末は、ＭＢＭＳ制御情報に含まれるアクセスクラス制御情報に基づいてアク
セスクラス制御を行うので、ＭＢＭＳサービスを受けている端末のランダムアクセスプリ
アンブルの送信を制限し、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末のコネクション確立の容
易性を保つことができる。
【００４０】
　以下、本発明の実施の形態の無線送信装置および無線受信装置について、図面を参照し
て詳細に説明する。以下では、基地局装置（以下、「基地局」という）と端末装置（以下
、「端末」という）とからなる無線通信システムを例として説明する。以下の例では、基
地局が無線送信装置に相当し、端末が無線受信装置に相当する。なお、以下の実施の形態
において、同一機能を有する構成には、同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【００４１】
　なお、以下の各実施の形態では、３ＧＰＰで規格化されている移動通信技術であるLong
　Term　Evolution　(LTE)　、System　Architecture　Evolution　(SAE)、MBMSに基づい
て説明する。しかし、本発明は、３ＧＰＰで規定されている上記の規格に限らず、無線Ｌ
ＡＮ（Wireless　Local　Area　Network）、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．１
６ｅまたはＩＥＥＥ８０２．１６ｍ等のＷｉＭＡＸ（Worldwide　Interoperability　for
　Microwave　Access）、３ＧＰＰ２、あるいは第四世代移動通信技術等の無線アクセス
技術に適用することができる。
【００４２】
（第１の実施の形態）
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　図１は第１の実施の形態に係る基地局１０の構成を示す図、図２は、第１の実施の形態
に係る端末３０の構成を示す図である。図１および図２を参照して第１の実施の形態の基
地局１０および端末３０について詳細に説明する前に、第１の実施の形態の基地局１０お
よび端末３０が適用されるネットワークの構成について説明する。
【００４３】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係るネットワークの構成を示す図である。図３に
示すネットワークは、端末（User　Equipment，ＵＥ）３０、基地局（Evolved　Node　B
，ｅＮＢ）１０、ＭＢＭＳ制御装置（ＭＢＭＳControl　Entity，ＭＣＥ)５０、及びコア
ネットワーク（Evolved　Packet　Core，ＥＰＣ）５１から構成される。
【００４４】
　基地局１０は、無線資源の割り当て及び管理を行い、端末３０のための無線アクセスネ
ットワークのアクセスポイントの役割を有する。基地局１０は、アップリンクを介して端
末３０から転送される情報を受信し、ダウンリンクを介して端末３０にデータを転送する
。
【００４５】
　ＭＣＥ５０は、複数の基地局１０を管理し、ＭＢＭＳサービスに対する物理リソースブ
ロックの割り当てを行う。ＥＰＣ５１は、移動通信ネットワークの基幹部分であり、ＭＢ
ＭＳコンテンツの配信や、ＭＢＭＳデータ及びセッションの制御等を行う。
【００４６】
　次に、図１を参照して基地局１０の構成について説明する。基地局１０は、端末３０に
対してデータを送信するための構成として、ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１と、ランダムア
クセス関連情報記憶部１２と、ＭＢＭＳ制御情報生成部１３と、ＭＢＭＳデータ送信部１
４と、報知情報送信部１５と、ユニキャストデータ処理部１６とを有している。基地局１
０は、端末３０から受信したデータを処理する構成として、ＲＡＣＨ処理部１７と、デー
タ処理部１８とを有している。
【００４７】
　ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１は、ＭＢＭＳサービスに関連する制御情報及びデータを記
憶している。ランダムアクセス関連情報記憶部１２は、アクセス禁止情報などのランダム
アクセス関連情報を記憶している。
【００４８】
　ＭＢＭＳ制御情報生成部１３は、ランダムアクセス関連情報記憶部１２からアクセス禁
止情報を読み出し、ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１からＭＢＭＳサービスに関連する制御情
報を読み出す。ＭＢＭＳ制御情報生成部１３は、読み出した情報に基づいて、サービス通
知情報やスケジューリング情報などのＭＢＭＳ制御情報を生成し、送信部１９に出力する
。ＭＢＭＳデータ送信部１４は、ＭＢＭＳ関連情報記憶部１１から読み出したＭＢＭＳデ
ータを処理し、送信部１９に出力する。
【００４９】
　ユニキャストデータ処理部１６は、ユニキャストデータを送信部１９に出力する。報知
情報送信部１５は、報知情報を送信部１９に出力する。
【００５０】
　送信部１９は、ＭＢＭＳ制御情報生成部１３、ユニキャストデータ処理部１６、ＭＢＭ
Ｓデータ送信部１４、報知情報送信部１５から入力された情報をアンテナ２１から送信す
る。
【００５１】
　ＲＡＣＨ処理部１７は、受信部２０から入力されたＲＡＣＨプリアンブルを処理する。
データ処理部１８は、受信部２０から入力されたデータを処理する。
【００５２】
　受信部２０は、端末３０から送信されたＲＡＣＨプリアンブルや端末３０及びコアネッ
トワークから送信されたデータを受信し、それぞれＲＡＣＨ処理部１７、データ処理部１
８に出力する。
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【００５３】
　次に、図２を参照して端末３０の構成について説明する。端末３０は、基地局１０から
送信されたデータをアンテナ３１によって受信する受信部３２と、基地局１０にデータを
送信する送信部３３とを備えている。受信部３２は、基地局１０から送信される報知情報
、ＭＢＭＳ制御情報、ＭＢＭＳデータ、ユニキャストデータを受信する。受信部３２は、
受信した報知情報及びＭＢＭＳ制御情報を制御部３５に入力し、ＭＢＭＳデータ及びユニ
キャストデータをデータ再生部３４へ入力する。
【００５４】
　データ再生部３４は、受信部３２から入力されたＭＢＭＳデータ及びユニキャストデー
タを再生する。制御部３５は、受信部３２から入力されたＭＢＭＳ制御情報からランダム
アクセス制御関連情報及び報知情報を抽出し、記憶部３６に出力する。また、制御部３５
は、ランダムアクセス制御関連情報の中に、アクセス禁止情報が含まれていた場合に、ア
クセスクラス制御部３７にアクセスクラス制御を指示する。
【００５５】
　アクセスクラス制御部３７は、ＲＡＣＨプリアンブル送信のアクセス制御を行う。具体
的には、アクセスクラス制御部３７は、アクセス制御部３５からの指示に従ってランダム
な値を発生させ、その値とアクセス確率係数を比較する。比較の結果、ランダムな値がア
クセス確率係数以上の場合、タイマ制御部３８に、禁止タイマの実行を指示する。比較の
結果、ランダムな値がアクセス確率係数を下回っている場合、ＲＡＣＨプリアンブル生成
部３９に、ＲＡＣＨプリアンブルの生成を指示する。
【００５６】
　タイマ制御部３８は、アクセスクラス制御部３７の指示に従って、禁止タイマの計算及
び実行を行い、禁止タイマがタイムアウトするまでは、ＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁
止する。
【００５７】
　ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９は、アクセスクラス制御部３７の指示に従って、ＲＡ
ＣＨプリアンブルを生成し、送信部３３に出力する。データ送信部４０は、基地局１０に
対して送信するデータを送信部３０に出力する。
【００５８】
　送信部３３は、ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９から入力されたＲＡＣＨプリアンブル
及びデータ送信部４０から入力されたデータを基地局１０に送信する。
【００５９】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る基地局１０と端末３０とのシグナリングの動
作を示す図である。端末３０は、基地局１０から、報知情報をトランスポートチャネルの
下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）を介して受信する（Ｓ１０）。このとき、報知情報で
はアクセス禁止情報は送られていないものとする。
【００６０】
　端末３０は、基地局１０から、セル内で利用可能なＭＢＭＳサービスのリストを、論理
チャネルのＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＢＭＳ　Control　Channel、以後「ＭＣＣＨ」とい
う）を介して受信する（Ｓ１２）。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネルのＤＬ－ＳＣＨ
もしくはMulticast　Channel　(以後「ＭＣＨ」とする)にマッピングされている。
【００６１】
　ここで、基地局１０が端末３０に対するアクセスクラス制御の実施を決定した場合に、
セル内で利用可能なＭＢＭＳサービスのリストと同時に、アクセス禁止情報がＭＣＣＨで
送られる（Ｓ１２）。アクセス禁止情報は、アクセスクラス制御を実施するか否かを示す
アクセスタイマフラグと、アクセスクラス制御に用いるアクセス確率係数、デフォルト値
のデータを有する。禁止タイマフラグがオンの場合に、ＭＢＭＳサービスを受ける端末は
ＲＡＣＨプリアンブルの送信に先立ってアクセスクラス制御を行い、オフの場合にはアク
セスクラス制御を行わない。アクセス確率係数、デフォルト値は、基本的に全ＭＢＭＳサ
ービスに対して共通に設定する。なお、ＭＢＭＳサービスごとに、アクセス確率係数、デ
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フォルト値を設定することも可能である。
【００６２】
　図５は、アクセス禁止情報の別の例を示す図である。この例では、アクセス禁止情報は
、ＭＢＭＳサービスに、禁止タイマフラグが関連付けられて構成されている。禁止タイマ
フラグがオンの場合には、アクセスクラス制御を実施するためのデータとしてアクセス確
率係数、デフォルト値がさらに関連付けられている。これにより、ＭＢＭＳサービスごと
に異なるアクセスクラス制御を行うことが可能となる。
【００６３】
　再び、図４を参照してシグナリングについて説明する。端末３０は、受信したいＭＢＭ
Ｓサービス（ここでは、ＭＢＭＳサービス#1とする）がリストに含まれていた場合に、ア
イドル状態から基地局１０とコネクションを設立してアクティブ状態となり（Ｓ１４）、
ＭＢＭＳサービス#1に対するサービスリクエストを基地局１０に送信する（Ｓ１６）。
【００６４】
　基地局１０は、端末３０からのサービスリクエストを受信すると、該当するサービスを
受信するための無線ベアラを設定する（Ｓ１８）。端末３０は、基地局１０によって設定
された無線ベアラを介してＭＢＭＳサービス#1を受信する（Ｓ２０）。その後、基地局１
０は、端末３０に対してＲＲＣコネクション解放メッセージを送信し（Ｓ２２）、端末３
０はこのメッセージを受けると再びアイドル状態に戻る（Ｓ２４）。これにより、端末３
０は、ＭＢＭＳサービス#1を受信しているのみの状態となる。すなわち、端末３０は、ア
イドル状態でＭＢＭＳサービスを受ける。なお、受信したいＭＢＭＳサービス（ＭＢＭＳ
サービス#1）が既に基地局１０から送信されている場合には、Ｓ１４、Ｓ１６，Ｓ１８の
ステップは省略される。
【００６５】
　次に、ＭＢＭＳサービス#1を受信している端末３０が（Ｓ２６）、基地局１０とコネク
ションを張りアクティブ状態に移行しようとしているか否かを判定する（Ｓ２８）。例え
ば、端末３０にて電話をかけたりメールを送信したりする操作が行われた場合には、基地
局１０への接続によりアクティブ状態に移行しようとしていると判定する。図４に示す例
では、基地局１０と接続しようとしている場合（Ｓ２８でＹＥＳ）、端末３０は、アクセ
スクラス制御を実行する。端末３０は、端末個別に発生させたランダムな値とアクセス確
率係数とを比較し、ランダム値がアクセス確率係数を下回るか否かを判定する（Ｓ３０）
。ランダムな値がアクセス確率係数を下回っていた場合（Ｓ３０でＹＥＳ）、端末３０は
ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ３２）。
【００６６】
　ランダム値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ３０でＮＯ）、端末３０は禁止タイマの
値を計算し（Ｓ３４）、禁止タイマを開始する（Ｓ３６）。端末３０は、禁止タイマの値
がタイムアウトするまで待機する。端末３０は、禁止タイマがタイムアウトすると、再度
、ランダム値とアクセス確率係数とを比較するステップＳ３０を行う。
【００６７】
　図６は、上記した基地局１０と基地局３０のシグナリングを実現する基地局１０の動作
を示す図である。基地局１０は、端末３０に対して報知情報を送信する（Ｓ４０）。また
、基地局１０は、アクセス禁止情報を含んだＭＢＭＳ制御情報を作成し（Ｓ４２）、作成
したＭＢＭＳ制御情報を端末３０に送信する（Ｓ４４）。
【００６８】
　その後、基地局１０は、端末３０からＭＢＭＳサービスに対するサービスリクエストが
あるか否かを判定する（Ｓ４６）。端末３０からＭＢＭＳサービスに対するサービスリク
エストがあった場合に、その端末３０に対してＭＢＭＳサービス受信用の無線ベアラをセ
ットアップし（Ｓ４８）、ＭＢＭＳデータを送信する（Ｓ５０）。
【００６９】
　図７は、上記した基地局１０と基地局３０のシグナリングを実現する端末３０の動作を
示す図である。端末３０は、ＭＢＭＳ制御情報を受信すると（Ｓ６０）、アクセス禁止情
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報が含まれているかどうかを判定する（Ｓ６２）。アクセスクラス禁止情報が含まれてい
ない場合（Ｓ６２でＮＯ）、端末３０は、基地局１０との接続を確立しようとするときに
、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ６４）。
【００７０】
　アクセスクラス禁止情報が含まれている場合（Ｓ６２でＹＥＳ）、端末３０は、ＲＡＣ
Ｈプリアンブル送信の前に、アクセスクラス制御を実施する。まず、端末３０は、端末３
０が生成したランダムな値と、ＭＢＭＳ情報で通知されているアクセス確率係数とを比較
し、ランダム値がアクセス確率係数を下回るか否かを判定する（Ｓ６６）。この結果、ラ
ンダムな値がアクセス確率係数より小さい場合は（Ｓ６６でＹＥＳ）、ＲＡＣＨプリアン
ブルを送信する（Ｓ６８）。
【００７１】
　ランダム値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ６６でＮＯ）は、端末３０は、禁止タイ
マを計算する（Ｓ７０）。禁止タイマの値は、ＭＢＭＳ制御情報の中に含まれるアクセス
クラス禁止情報に示される禁止タイマのデフォルト値に、端末個別に発生させたランダム
な値を乗じて算出する。端末３０は、算出した禁止タイマを開始し（Ｓ７２）、禁止タイ
マ実行中はＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁止する。禁止タイマがタイムアウトしたら（
Ｓ７４）、再び、端末３０は端末個別に発生させたランダム値とアクセス確率係数との比
較を行う（Ｓ６６）。以上、第１の実施の形態の基地局１０および端末３０の構成および
動作について説明した。
【００７２】
　第１の実施の形態の基地局１０は、ＭＢＭＳ制御情報によってアクセスクラス制御を実
施するか否かを指示するので、ＭＢＭＳサービスを受信する端末３０だけがＲＡＣＨプリ
アンブル送信時にアクセスクラス制御を行う。これにより、ＭＢＭＳサービスを受信して
いない端末３０に影響を与えることなく、ＲＡＣＨプリアンブルの衝突を削減することが
できる。
【００７３】
　また、アクセス禁止情報をＭＢＭＳ制御情報に含めて送信するので、簡単な構成により
、ＭＢＭＳサービスを受けている端末にだけ、アクセス禁止情報を通知することができる
。
【００７４】
　なお、本実施の形態では、アクセス禁止情報がＭＢＭＳサービスごとにアクセス制御を
行うかを示す禁止タイマフラグを含む例について説明したが、禁止タイマフラグを含まな
いＭＢＭＳ制御情報を用いることも可能である。アクセス禁止情報に禁止タイマフラグが
含まれていない場合、リストに示されたどのＭＢＭＳサービスを受信する端末３０も、ア
クセスクラス制御を行うものとする。
【００７５】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態の基地局１０の
構成は、第１の実施の形態の基地局１０の構成と同じである。
【００７６】
　図８は、第２の実施の形態に係る端末３０ａの構成を示す図である。第２の実施の形態
の端末３０ａの基本的な構成は、第１の実施の形態の端末３０の構成と同じであるが、第
２の実施の形態の端末３０ａは、ＲＡＣＨプリアンブルの送信周波数を変更する周波数変
更部４１を備えている。
【００７７】
　アクセスクラス制御部３７は、制御部３５からの指示に従って、ランダムな値を発生さ
せ、その値とアクセス確率係数を比較する。比較の結果、ランダムな値がアクセス確率係
数を下回った場合、ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９に、ＲＡＣＨプリアンブルの生成を
指示する。ランダム値がアクセス確率係数以上の場合、周波数変更部４１に周波数の変更
を指示する。
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【００７８】
　周波数変更部４１は、記憶部３６から出力された優先周波数情報があれば、その周波数
に移動する。優先周波数情報がなければ、記憶部３６から出力された報知情報に含まれる
、端末３０ａが優先的に選択する周波数情報をもとに、周波数再選択を行う。
【００７９】
　図９は、第２の実施の形態の端末３０ａと基地局１０のシグナリングを示す図である。
図９において、基地局１０は複数の周波数（f_x、f_mbms）を管理しているものとし、ア
イドル状態において、端末３０ａは周波数f_xにキャンプオンして報知情報とページング
を受けているものとする（Ｓ８０）。
【００８０】
　端末３０ａは、周波数f_xで報知情報をトランスポートチャネルの下り共有チャネル（
ＤＬ－ＳＣＨ）を介して受信する（Ｓ８２）。報知情報では、セル再選択の際に端末３０
ａが優先的に選択する周波数情報や、ＭＢＭＳサービスをサポートしている周波数の情報
が送信される（Ｓ８４）。このとき、報知情報ではアクセス禁止情報は送られていないも
のとする。
【００８１】
　端末３０ａは、ＭＢＭＳサポート周波数情報を報知情報で受信すると、現在の周波数（
f_x）からＭＢＭＳサポート周波数（f_mbms）に、キャンプオン周波数を切り替える（Ｓ
８６）。これによって、端末３０ａは周波数f_mbmsから報知情報とページングを受けるよ
うになる（Ｓ８８）。
【００８２】
　端末３０ａは、基地局１０から、セル内で利用可能なＭＢＭＳサービスのリストを論理
チャネルのＭＣＣＨによって受信する（Ｓ９０）。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネル
のＤＬ－ＳＣＨもしくはＭＣＨにマッピングされている。ここで、基地局１０がＭＢＭＳ
端末３０ａに対するアクセスクラス制御の実施を決定した場合に、セル内で利用可能なＭ
ＢＭＳサービスのリストと同時に、アクセス禁止情報がＭＣＣＨで送られる。アクセス禁
止情報の内容は、第１の実施の形態の基地局１０から送信されるアクセス禁止情報と同じ
である。
【００８３】
　端末３０ａは、受信したいＭＢＭＳサービス（ここでは、ＭＢＭＳサービス#1とする）
がリストに含まれていた場合に、アイドル状態から基地局１０とコネクションを設立して
アクティブ状態となり（Ｓ９２）、ＭＢＭＳサービス#1に対するサービスリクエストを基
地局１０に送信する（Ｓ９４）。基地局１０は、端末３０ａからのサービスリクエストを
受信すると、該当するサービスを受信するための無線ベアラを設定する（Ｓ９６）。端末
３０ａは、基地局１０によって設定された無線ベアラを介してＭＢＭＳサービス#1を受信
する（Ｓ９８）。
【００８４】
　その後、基地局１０は、端末３０ａに対してＲＲＣコネクション解放メッセージを送信
し（Ｓ１００）、端末３０ａはこのメッセージを受けると再びアイドル状態に戻る（Ｓ１
０４）。ＲＲＣコネクション解放メッセージには、端末３０ａがアイドル状態になった後
に優先的に選択する周波数（ここではf_xとする）が示される。これは、基地局１０に接
続する複数の端末３０ａを複数の周波数に分散し、ひとつの周波数に負荷が集中するのを
避けるためである。しかし、ここでは端末３０ａは、ＭＢＭＳサービスを受信するために
、基地局１０から指示された優先周波数（f_x）には移動せず、ＭＢＭＳサポート周波数
（f_mbms）に留まる。端末３０ａは基地局１０から指示された優先周波数（f_x）を記憶
部３６に記憶しておく（Ｓ１０２）。なお、受信したいＭＢＭＳサービス（ＭＢＭＳサー
ビス#1）が既に基地局１０から送信されている場合には、Ｓ９２、Ｓ９４、Ｓ９６、Ｓ１
００のステップは省略される。
【００８５】
　図９に示す例では、ＭＢＭＳサービス#1を受信している端末３０ａが、基地局１０とコ
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ネクションを張りアクティブ状態に移行するか否かを判定する（Ｓ１０８）。端末３０ａ
が基地局１０と接続すると判定された場合には（Ｓ１０８でＹＥＳ）、アクセスクラス制
御を実行する。
【００８６】
　端末３０ａは、端末個別に発生させたランダムな値とアクセス確率係数とを比較し、ラ
ンダム値がアクセス確率係数を下回っているか否か判定する（Ｓ１１０）。ランダム値が
、アクセス確率係数を下回っていた場合（Ｓ１１０でＹＥＳ）、端末３０ａはＲＡＣＨプ
リアンブルを送信する（Ｓ１１２）。
【００８７】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ１１０でＮＯ）、端末３０ａは、優先
周波数（f_x）の情報を記憶部３６から読み出し、読み出した優先周波数（f_x）に移動し
て（Ｓ１１４）、優先周波数（f_x）においてＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１１
６）。記憶部３６に優先周波数（f_x）の情報が記憶されていない場合は、報知情報で送
られる端末３０ａが優先的に選択する周波数情報に基づいて周波数再選択を行う。
【００８８】
　図１０は、上記した端末３０ａと基地局１０のシグナリングを実現する端末３０ａの動
作を示す図である。端末３０ａは、ＭＢＭＳ制御情報を受信すると（Ｓ１３０）、その中
にアクセス禁止情報が含まれているか否かを判定する（Ｓ１３２）。アクセスクラス禁止
情報が含まれていない場合は（Ｓ１３２でＮＯ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ
１３４）。
【００８９】
　アクセスクラス禁止情報が含まれている場合は（Ｓ１３２でＹＥＳ）、アクセスクラス
制御を実施する。アクセスクラス制御では、端末３０ａは、まず、ランダムな値を生成し
、生成したランダム値とアクセス確率係数とを比較する（Ｓ１３６）。ランダムな値がア
クセス確率係数より小さい場合は（Ｓ１３６でＹＥＳ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信す
る（Ｓ１３８）。
【００９０】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合は（Ｓ１３６でＮＯ）、周波数の変更を行
う。端末３０ａは、基地局１０からＲＲＣコネクション解放時にＲＲＣメッセージで優先
周波数が指示されているか否かを判定する（Ｓ１４０）。優先周波数がある場合、すなわ
ち記憶部３６に優先周波数が記憶されている場合には（Ｓ１４０でＹＥＳ）、その周波数
に移動し（Ｓ１４２）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。
【００９１】
　優先周波数が指示されていない場合、すなわち記憶部３６に優先周波数が記憶されてい
ない場合には（Ｓ１４０でＮＯ）、報知情報に含まれる端末３０ａが優先的に選択する周
波数情報をもとに、周波数再選択を行う（Ｓ１４４）。新しく選択した周波数に移動した
後、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。以上、第２の実施の形態の基地局１
０および端末３０ａの構成および動作について説明した。
【００９２】
　第２の実施の形態の端末３０ａは、アクセスクラス制御において、端末個別に発生させ
たランダム値がアクセス確率係数値より小さい場合に、基地局１０によって指示された優
先周波数に分散させることによって、特定の周波数の混雑を解消し、ＲＡＣＨプリアンブ
ルの衝突を削減することができる。
【００９３】
　なお、上記した実施の形態において、端末３０ａが初めからＭＢＭＳサポートセルにい
る場合は、ＭＢＭＳサポート周波数情報は報知情報で送らなくてもよい。
【００９４】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態の基地局１０および端末３０ｂについて説明する。第３の実施
の形態の基地局１０および端末３０ｂの基本的な構成は、第２の実施の形態の基地局１０
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および端末３０ａと同じである。第３の実施の形態の端末３０ｂは、ＭＢＭＳサービスと
ユニキャストサービスの優先度に応じて、ＲＡＣＨプリアンブルのアクセス制御を行う点
が、第２の実施の形態の端末３０ａと異なる。
【００９５】
　図１１は、第３の実施の形態に端末３０ｂの構成を示す図である。第３の実施の形態の
端末３０ｂは、第２の実施の形態の端末３０ａの構成に加え、優先度判定部４２およびタ
イマ制御部３８を有している。
【００９６】
　アクセスクラス制御部３７は、制御部３５からの指示に従って、ランダムな値を発生さ
せ、その値とアクセス確率係数を比較する。比較の結果、ランダムな値がアクセス確率係
数以上の場合、優先度判定部４２にて、優先度の判定を指示する。比較の結果、ランダム
な値がアクセス確率係数を下回っている場合、ＲＡＣＨプリアンブル生成部３９に、ＲＡ
ＣＨプリアンブルの生成を指示する。
【００９７】
　優先度判定部４２は、ユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスの優先度を比較し、ユ
ニキャストサービスの優先度が高ければ、周波数変更部４１に周波数の変更を指示する。
ＭＢＭＳサービスの優先度が高ければ、タイマ制御部３８にタイマの実行を指示する。
【００９８】
　周波数変更部４１は、記憶部３６に優先周波数の情報が記憶されている場合、その周波
数に移動する。記憶部３６に優先周波数情報が記憶されていない場合、記憶部３６から報
知情報を読み出し、読み出した報知情報に含まれる端末３０ｂが優先的に選択する周波数
情報に基づいて周波数再選択を行う。
【００９９】
　タイマ制御部３８は、優先度判定部４２の指示に従って、禁止タイマを計算及び実行し
、禁止タイマの値が終了するまでは、ＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁止する。
【０１００】
　図１２は、第３の実施の形態に係る基地局１０と端末３０ｂのシグナリングの動作を示
す図である。端末３０ｂがＭＢＭＳサービスを受けるまでの動作は、第２の実施の形態に
おけるシグナリングの動作と同じである（Ｓ８０～Ｓ１０６）。
【０１０１】
　ＭＢＭＳサービス#1を受信している端末３０ｂが、基地局１０とコネクションを張りア
クティブ状態に移行しようとするとき（Ｓ１０８でＹＥＳ）、アクセスクラス制御を実行
する。アクセスクラス制御では、まず、端末３０ｂは、端末個別に発生させたランダムな
値とアクセス確率係数とを比較し、ランダム値がアクセス確率係数を下回っているか否か
を判定する（Ｓ１１０）。アクセス確率係数を下回っていた場合（Ｓ１１０でＹＥＳ）、
端末３０ｂはＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１１２）。
【０１０２】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合（Ｓ１１０でＮＯ）、ユニキャストサービ
スとＭＢＭＳサービスの優先度を比較する（Ｓ１１３）。サービスの優先度は、あらかじ
めユーザによって設定されてもよいし、基地局１０が設定してもよい。サービス優先度の
比較の結果、ユニキャストサービスの優先度が高い場合（Ｓ１１３でＹＥＳ）、端末３０
ｂは記憶部３６から優先周波数（f_x）の情報を読み出し、読み出した優先周波数（f_x）
に移動して（Ｓ１１４）、周波数（f_x）においてＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ
１１６）。記憶部３６に優先周波数の情報が記憶されていない場合は、端末３０ｂは、報
知情報で送られる端末３０ｂが優先的に選択する周波数情報に基づいてセル再選択を行う
。
【０１０３】
　ユニキャストサービスよりＭＢＭＳサービスの優先度が高い場合は（Ｓ１１３でＮＯ）
、端末３０ｂは禁止タイマの値を計算し（Ｓ１１８）、禁止タイマを開始し（Ｓ１２０）
、禁止タイマがタイムアウトするまで待機する。端末３０ｂは、禁止タイマがタイムアウ
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トしたら（Ｓ１２２）、ランダム値とアクセス確率係数とを比較するステップＳ１１０に
戻る。
【０１０４】
　図１３は、上記した端末３０ｂと基地局１０のシグナリングを実現する端末３０ｂの動
作を示す図である。端末３０ｂは、ＭＢＭＳ制御情報を受信すると（Ｓ１３０）、その中
にアクセス禁止情報が含まれているか否かを判定する（Ｓ１３２）。アクセスクラス禁止
情報が含まれていない場合は（Ｓ１３２でＮＯ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ
１３４）。
【０１０５】
　アクセスクラス禁止情報が含まれている場合は（Ｓ１３２でＹＥＳ）、アクセスクラス
制御を実施する。アクセスクラス制御では、端末３０ｂは、まず端末個別に発生させたラ
ンダムな値を生成し、アクセス確率係数と比較して、ランダム値がアクセス確率係数を下
回るか否かを判定する（Ｓ１３６）。ランダムな値がアクセス確率係数より小さい場合は
（Ｓ１３６でＹＥＳ）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１３８）。
【０１０６】
　ランダムな値がアクセス確率係数以上の場合は（Ｓ１３６でＮＯ）、ユニキャストサー
ビスとＭＢＭＳサービスの優先度の比較を行う（Ｓ１３９）。ユニキャストサービスの優
先度が高い場合には（Ｓ１３９でＹＥＳ）、周波数の変更を行う。基地局１０からＲＲＣ
コネクション解放時にＲＲＣメッセージで優先周波数が指示されているか否かを判定する
（Ｓ１４０）。優先周波数が指示されている場合には（Ｓ１４０でＹＥＳ）、その周波数
に移動し（Ｓ１４２）、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。
【０１０７】
　優先周波数が指示されていない場合には（Ｓ１４０でＮＯ）、報知情報に含まれる端末
３０ｂが優先的に選択する周波数情報をもとに、周波数再選択を行う（Ｓ１４４）。新し
く選択した周波数に移動した後、ＲＡＣＨプリアンブルを送信する（Ｓ１４６）。
【０１０８】
　ＭＢＭＳサービスの優先度が高い場合には（Ｓ１３９でＮＯ）、端末３０ｂは、禁止タ
イマを計算する（Ｓ１４８）。禁止タイマの値は、ＭＢＭＳ制御情報の中に含まれるアク
セスクラス禁止情報に示される禁止タイマのデフォルト値に、端末個別に発生させたラン
ダムな値を乗じて算出する。端末３０ｂは、算出した禁止タイマを実行し（Ｓ１５０）、
禁止タイマ実行中はＲＡＣＨプリアンブルの送信を禁止する。禁止タイマがタイムアウト
したら（Ｓ１５２）、再び、端末３０ｂは端末個別に発生させたランダム値とアクセス確
率係数との比較を行う（Ｓ１３６）。以上、第３の実施の形態の基地局１０および端末３
０ｂの構成および動作について説明した。
【０１０９】
　第３の実施の形態によれば、端末３０ｂがユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスの
どちらの優先度が高いかに基づいて、ＲＡＣＨプリアンブル送信を優先するか、ＭＢＭＳ
サービス受信を優先するかを選択することができる。
【０１１０】
　ＲＡＣＨプリアンブルを送信する場合には、基地局１０にて指定された優先周波数で送
信するので、ＲＡＣＨプリアンブルの衝突を削減することができる。
【０１１１】
　上記した実施の形態において、ＭＢＭＳサービスごとに優先度を設定することとし、設
定された優先度とユニキャストサービスとの優先度を比較してもよい。これにより、例え
ば、ＭＢＭＳサービス「Ａ」ならばユニキャストサービスを優先して切り替えを行い、Ｍ
ＢＭＳサービス「Ｂ」ならばユニキャストサービスより優先しＭＢＭＳサービス「Ｂ」を
継続するというきめ細かい制御が可能となる。
【０１１２】
　上記した実施の形態において、例えば、端末３０ｂがダウンリンクのリソースをどれだ
け利用するかに応じて、ＲＡＣＨプリアンブルのアクセス制御を行うこととしてもよい。
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例えば、図１３のＳ１３９におけるＭＢＭＳサービスとユニキャストサービスの優先度判
定の代わりに、端末３０ｂが現在使用しているダウンリンクリソースと基地局１０で設定
された規定量との比較判定を行い、規定量を上回っている場合は、禁止タイマを計算し（
Ｓ１４８）、規定量を下回っている場合は、周波数の変更を行う、といった動作が考えら
れる。なお、端末のダウンリンクリソース使用量と、ＭＢＭＳサービスとユニキャストサ
ービスの優先度を組み合わせて使うこととしてもよい。
【０１１３】
　上記した実施の形態において、ユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスのいずれも実
施することとしてもよい。例えば、ユニキャストサービスとＭＢＭＳサービスのいずれも
「high　priority」の場合など、ユニキャストとＭＢＭＳサービスの優先度が同じ、また
は、ユニキャストとＭＢＭＳサービスの優先度の違いが小さい場合には、ユニキャストサ
ービスとＭＢＭＳサービスのいずれも実施することとしてもよい。
【０１１４】
　以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態に対
して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範囲内にあるそ
のようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されている。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、ＭＢＭＳサービスを受けていない端末によるコネクション確立の容易性を保
ちつつＭＢＭＳサービスを提供できるというすぐれた効果を有し、ＭＢＭＳサービスを提
供する基地局およびこれを受ける端末等として有用である。
【符号の説明】
【０１１６】
１０　基地局
１１　ＭＢＭＳ関連情報記憶部
１２　ランダムアクセス関連情報記憶部
１３　ＭＢＭＳ制御情報生成部
１４　ＭＢＭＳデータ送信部
１５　報知情報送信部
１６　ユニキャストデータ処理部
１７　ＲＡＣＨ処理部
１８　データ処理部
１９　送信部
２０　受信部
２１　アンテナ
３０　端末
３１　アンテナ
３２　受信部
３３　送信部
３４　データ再生部
３５　制御部
３６　記憶部
３７　アクセスクラス制御部
３８　タイマ制御部
３９　ＲＡＣＨプリアンブル生成部
４０　データ送信部
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
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【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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